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川
内
川
河
口
マ
ラ
ソ
ン
・　

ウ
オ
ー
キ
ン
グ
大
会
当
日
の

交
通
規
制

　

３
月
８
日（
日
）、
川
内
川
河
口
マ

ラ
ソ
ン
・
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
大
会
が
開

催
さ
れ
ま
す
。
当
日
は
、
安
全
確
保

の
た
め
に
、
左
図
の
と
お
り
車
両
交

通
規
制
お
よ
び
、
く
る
く
る
バ
ス
路

線
の
迂
回
路
と
臨
時
バ
ス
停
が
設
置

さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
市
道
竹
之
馬
場
通
線
の
一

部
も
通
行
止
め
に
な
り
ま
す
。
皆
さ

ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
合
先
】＝
本
庁
市
民
ス
ポ
ー
ツ
課

健
康
ス
ポ
ー
ツ
Ｇ（
内
線
５
４
３
６
）

川
内
隈
之
城
道
路
の　
　
　

全
線
開
通

　

南
九
州
西
回
り
自
動
車
道｢

川
内

隈
之
城
道
路｣

の
薩
摩
川
内
高
江
IC

か
ら
薩
摩
川
内
都
IC
ま
で
が
、
３
月

に
開
通
し
ま
す
。

　

今
回
の
開
通
に
よ
り
川
内
隈
之
城

道
路
の
全
線
が
開
通
す
る
こ
と
に
な

り
、
薩
摩
川
内
水
引
IC
か
ら
鹿
児
島

市
ま
で
連
続
し
た
高
速
道
路
の
利
用

が
可
能
と
な
り
ま
す
。

【
開
通
】＝
３
月
７
日（
土
）16
時
ご
ろ

（
予
定
）

【
問
合
先
】＝
鹿
児
島
国
道
事
務
所

０
９
９（
２
１
６
）３
１
１
１

※
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

建
築
審
査
会
の
設
置

　

市
で
は
、
次
の
目
的
の
た
め
、
建

築
審
査
会
を
設
置
し
ま
し
た
。

①�

建
築
基
準
法（
以
下｢

法｣

と
い
う
）

に
規
定
す
る
同
意
お
よ
び
、
法
第

94
条
第
１
項
の
審
査
請
求
に
対
す

る
裁
決
に
つ
い
て
の
議
決
を
行
わ

せ
る
。

②�

特
定
行
政
庁
の
諮
問
に
応
じ
て
、

こ
の
法
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事

項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
。

　

当
審
査
会
の
対
象
と
な
る
物
件
は
、

法
第
６
条
第
１
項
第
４
号
に
掲
げ
る

建
築
物
な
ど
で
す
。
委
員
は
、
法
律
、

建
築
、
都
市
計
画
、
公
衆
衛
生
お
よ

び
行
政
に
関
す
る
有
識
者
５
人
で
構

成
し
て
い
ま
す
。

　

建
築
物
の
建
築
に
関
し
、
審
査
会

の
審
議
な
ど
が
必
要
な
物
件
に
関
し

て
は
、
時
間
的
余
裕
を
も
っ
て
問
合

先
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】＝
本
庁
建
築
住
宅
課
建
築

指
導
Ｇ（
内
線
３
６
４
２
）

事
業
主
の｢

魅
力
あ
る
職
場

づ
く
り｣

の
推
進
に
つ
い
て

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
川
内
で
は
、｢

雇

用
管
理
改
善｣

お
よ
び｢

正
社
員
転
換

等
推
進｣

を
目
的
と
し
て
、
事
業
主

へ
の
啓
発
活
動
を
展
開
し
ま
す
。
よ

り
良
い
人
材
の
確
保
の
た
め
に
は
、

応
募
者（
求
職
者
）が｢

こ
の
会
社
で

働
い
て
み
た
い｣

と
思
い
、
従
業
員

が｢

こ
の
会
社
で
ず
っ
と
働
き
た
い｣

と
思
え
る
よ
う
な｢

魅
力
あ
る
職
場

づ
く
り｣

を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で

す
。｢

魅
力
あ
る
職
場｣

と
は
、
従
業

員
が｢

働
き
が
い｣

や｢

働
き
や
す
さ｣

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
職
場
と
言

い
換
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。｢

働
き

が
い｣

や｢

働
き
や
す
さ｣

は
、
適
正

な
雇
用
管
理
を
実
施
す
る
こ
と
が
重

要
と
な
り
ま
す
。

　

パ
ー
ト
社
員
や
契
約
社
員
、
派
遣

社
員
な
ど
と
し
て
働
い
て
い
る
方
々

を
正
社
員
に
転
換
す
る
こ
と
も
、
人

材
確
保
の
手
段
と
し
て
有
効
で
す
。

正
社
員
以
外
で
働
く
方
々
の
正
社
員

転
換
を
検
討
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

【
問
合
先
】＝
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
川
内

（
22
）８
６
０
９

春
一
番
に
よ
る　
　
　
　
　

海
難
防
止
強
調
運
動

　

２
月
４
日（
水
）か
ら
３
月
31
日

（
火
）の
間
、｢

春
一
番
に
よ
る
海
難

防
止
強
調
運
動｣

が
実
施
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
運
動
は
、
春
一
番
な
ど
の
急

激
に
発
達
す
る
低
気
圧
に
関
す
る
危

険
性
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、
海

難
の
未
然
防
止
と
被
害
を
最
小
限
に

す
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
す
る
も
の

で
す
。

　

特
に
こ
の
期
間
中
は｢

気
象
・
海

象
の
常
時
把
握
、
荒
天
が
予
想
さ
れ

る
場
合
の
出
航
自
粛
、
天
候
が
悪
化

し
た
時
の
早
期
避
難｣

に
心
掛
け
て

く
だ
さ
い
。

　

海
難
防
止
に
努
め
、
も
し
も
の
際

は｢

海
の
ダ
イ
ヤ
ル
１
１
８
番｣

に
通

報
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】＝

▼
海
上
保
安
協
会
串
木
野
支
部

　

（
32
）２
３
６
２

▼�

本
庁
防
災
安
全
課（
内
線
４
９
２

２
）

広
報
電
話
を　
　
　
　
　
　

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

当
番
医
や
防
災
行
政
無
線
の
内
容

な
ど
が
い
つ
で
も
聞
け
る
よ
う
に
、

広
報
電
話
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

０
１
２
０（
８や
く
し
ょ

９
４
）２に

５コ
ー
ル６
に
電

話
を
か
け
、
＃
の
後
に
、
聞
き
た
い

項
目
の
番
号
を
押
す
と
、
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
流
れ
ま
す（
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
流

れ
て
い
る
間
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
選
択
も

可
能
で
す
）。

【
問
合
先
】＝
本
庁
広
報
室
広
聴
広
報

Ｇ（
内
線
６
３
３
）

田
海
橋
の
通
行
止
め

　

東
郷
町
斧
渕
と
田
海
町
境
の
田
海

川
に
架
か
る
田
海
橋
の
通
行
止
め
を

実
施
し
ま
す
。

　

皆
さ
ま
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

【
規
制
期
間
】＝
２
月
２
日（
月
）～
当

面
の
間

【
規
制
区
間
】＝
田
海
橋
橋
梁
部
分

＊
田
海
橋
の
通
り
抜
け
が
で
き
ま
せ
ん
。

＊
田
海
橋
手
前
ま
で
は
通
行
で
き
ま
す
。

＊�

路
線
バ
ス
は
、
臨
時
バ
ス
停
を
設

置
し
、
国
道
２
６
７
号
を
迂
回
予
定

【
問
合
先
】＝
本
庁
建
設
維
持
課
建
設

管
理
Ｇ（
内
線
３
３
３
２
）ま
た
は
東

郷
支
所
地
域
振
興
課

（23）5111　　（20）5570
（22）8115（直通）

（37）3111　　（37）2252

（44）3111　　（44）3117

（42）1111　　（42）0767

（55）1111　　（55）1021

（3）2311　　（3）2912

（2）0001　　（2）1490

（7）0311　　（7）0753

（4）2211　　（4）2672

（22）0119　　（20）3430

■発　行
薩摩川内市（本庁）
〒895-8650　鹿児島県薩摩川内市神田町3-22

閉庁日および時間外　   （23）5115
■編　集
本庁企画政策部広報室（内線632・633）
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■各支所など
樋脇支所　　〒895-1292　樋脇町塔之原1173

入来支所　　〒895-1492　入来町浦之名33
　　
東郷支所　　〒895-1106　東郷町斧渕362

祁答院支所　〒895-1595　祁答院町下手67

里支所　　　〒896-1192　里町里1922

上甑支所　　〒896-1201　上甑町中甑481-1

下甑支所　　〒896-1696　下甑町手打819

鹿島支所　　〒896-1392　鹿島町藺牟田1457-10

消防局　　　〒895-0072　中郷町5031-1

＊甑島市外局番＝09969
■広報電話
     0120（894）256
＊夜間救急当番医やイベント・防災行政無線の放送
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■市ホームページ
　http://www.city.satsumasendai.lg.jp

＊音声案内後に内線番号を押してください。

やくしょ にコール

■市民健康課健康増進第1・第2G
　（川内保健センター内）　（22）8811
■各支所地域振興課健康福祉G

市税などの滞納整理
　　　強化期間中 !!
●市税・国民健康保険税は、
　早めに納めましょう。

２月１日現在（前月比）

■人　口 98,262 人（�−����85人）
　　男 46,913 人（�−����32人）
　　女 51,349 人（�−����53人）
■世帯数 45,905世帯（�−���67世帯）

＊住民基本台帳人口

＊受付時間

保健センターで実施する保健事業
地　域 月　日 時　間 内　　容

川 内

3/10（火）
＊ 9:00 〜 9:20 母 子 健 康 手 帳 交 付

10:00 〜 11:30 健 康 相 談（ 成 人・ 母 子 ）

3/11（水） 14:30 〜 16:30
（要予約） 臨床心理士によるこころの健康相談

3/17（火）
＊ 9:00 〜  9:20 母 子 健 康 手 帳 交 付

10:00 〜 11:30 健 康 相 談（ 成 人・ 母 子 ）

樋 脇 3/11（水）

9:30 〜 11:00 母 子 健 康 手 帳 交 付 ・
健 康 相 談（ 総 合 ）

入 来 3/12（木）

東 郷 3/18（水）

祁答院 3/19（木）

くるくるバス路線迂回路および臨時バス停略図
＊6:00～14:00 は車両での
　通行はできません。

くるくるバス停留所

くるくるバス路線迂回路

市街地循環線ルート

高江・土川線ルート

南部循環線、串木野新港
線ルート

JA北さつま
川内総合支所

川内文化ホール

向田公園

市役所
本庁

道
路
占
用
区
間

川内川

道路占用区間

至母合橋

太
平
橋
国
道
３
号

開
戸
橋

市街地循環線（東回り、
西回り）、高江・土川
線くるくるバス若松
記念病院前停留所

う  かい

至 

川
内
駅南部循環線、串木野新

港線くるくるバス臨時
バス停留所

＊9:00～12:00 は車両での
　通行はできません。

道路占用区間

道路占用区間

＊くるくるバスの市役所バス停留所をご利用の方は、14:00 までは若松記念病院前停留所か
　臨時バス停留所をご利用ください。14:00 以降は通常運行します。

3

267

42
Ｎ

いちき串木野市役所

市役所

川内駅

川内川

九州新幹線

串木野 IC

市来 IC

薩摩川内
都 IC薩摩川内

高江 IC薩摩川内
水引 IC

今　回　開　通　区　間

川内隈之城道路
10.2km

開通区間
6.7km

!?

267

川内川

八幡小
田海川

田海橋
規制区間

至川内市街地

至東郷町

県道東郷
西方港線

田海町交差点

白浜橋
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